
想いまで託される仕事を。

本資料は、平成26年４月１日現在の法令に基づいて作成されており、今後の法令改正等により内容が変更
となる場合がございます。実際の取扱いにつきましては、所轄の税務署等、専門家へご相談ください。

不動産の保有時における税金Ⅲ
住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）

（1）住宅ローン控除とは
　住宅ローン控除とは、借入金で自己の居住用住宅を取得もしくは一定の増改築をした場合に、そ
の年の年末の借入金残高に応じた一定額が10年間にわたって税額控除される制度です。

（2）住宅ローンの要件
　住宅ローン控除の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
①　適用を受ける人の要件
　合計所得金額が3,000万円以下の年に限られ、入居した年以前3年間およびその後2年間内に次
の特例を受けていないこと。
 「居住用財産の 3,000 万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」「居住用
財産の買換え・交換の特例」「中高層耐火建築物等の建築のための特例」
②　住宅ローンの要件
　借入期間が10年以上の次に掲げる借入金等が控除の対象とされる住宅借入金等に該当します。
イ．住宅の取得や家屋の増改築（以下「住宅の取得等」といいます）に要する資金に充てるために、
民間の金融機関、地方公共団体、住宅金融専門会社、または各共済組合などから借り入れた借入
金（当該住宅の敷地に対する一定の借入金も含みます）

ロ．建設業者に対する工事の請負代金に係る債務
ハ．宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の居住用家屋の分譲者に
対するその住宅の取得等（当該住宅の敷地に対する一定のものも含みます）の対価に係る債務

二．独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または日本勤労者住宅協会からの中古住宅の取
得（当該中古住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます）に係るこれらの法人に対する債
務

ホ．住宅の取得等に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金（当該
住宅の敷地である一定の土地等の取得に要する借入金も含む）、または、その者に係る使用者に対
する住宅の取得等（当該住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます）の対価に係る債務

　　なお、上記に該当する借入金や債務であっても、次に掲げるものは対象から除外されます。
a．利息に対応する借入金または債務
b．会社役員がその会社から借り入れた前記ホの借入金
c．無利息または年1％未満の利率で借り入れた前記ホの借入金
年利1％未満の社内融資や、会社からの利子補給で実質1％に満たない利息しか負担していな
い場合には民間の住宅ローンであっても控除の対象となりません。ただし、公的融資や民間住
宅ローンなどの場合で、会社からの利子補給を受けておらず、もともとのローン金利が1％未
満の借入金は、控除の対象となります。
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③　住宅等の要件
　控除の対象とされる住宅は次のとおりです。
イ．新築住宅
　個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件のいずれかを満たす「家屋」（床面積の2分の1
以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります）
a．1棟の家屋、マンション等で床面積が50m2以上であるもの
b．「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する一定の家屋

ロ．既存住宅
　個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件を満たす「建築後使用されたことのある家屋」
（床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります）
a．前記イのaまたはbのいずれかに該当するもの
b ．マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたも
の
・耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたもの
・上記のいずれにも該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
※ 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれ
に準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のため
の家屋の調査が終了したものまたはその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級（構
造躯体の倒壊等防止）に係る評価が等級1、等級2または等級3であると評価されたものをいいます。

ハ．家屋の増改築等
　個人がその所有している自己の居住用家屋につき行う増築、改築等の工事のうち、次に掲げる要
件のすべてを満たすもの
a．その工事に要した費用の額が100万円を超えること
b ．その工事に係る部分のうちに居住用以外の部分がある場合には、その居住用部分に係る工事
に要した費用の額が全体の工事に要した費用の額の2分の1以上であること
c ．その工事をした後の家屋の床面積が50m2以上であって、その床面積の2分の1以上に相当
する部分が専ら居住の用に供されるものであること
d．その工事をした後の家屋が、主として居住の用に供すると認められるものであること

繰上返済による期間短縮

　住宅ローン控除の適用を受けている期間中に、その住宅ローンを繰上返済して期間短縮し
た場合、その結果として返済期間が10年未満となった場合は、その年分以後は住宅ローン
控除の適用は受けられなくなります。ただし、前年以前に遡って、１年目から適用が認めら
れなくなることはありません。
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■対象となる住宅または増改築

＊一定の耐震基準を満たすものについては、築年数の要件はありません。

（3）控除が受けられる期間
　控除が受けられる期間は、その住宅の取得の日または増改築の日から6ヵ月以内に自己の居住の
用に供した場合における、その居住の用に供した年以後の10年間とされています。
　ただし、自己の居住の用に供した日以後、原則として、その年の12月31日まで引き続き居住の
用に供している年分に限られます。

（4）控除額の計算
①　控除の対象となる借入金
　平成26年3月までの入居は2,000万円まで、平成26年4月から平成29年12月までの入居で消費税率
8％または10％が適用される場合は4,000万円までが対象となります。

床面積が50m2以上のもの

床面積の1／2以上が居住用である

NO

NO

NO

NO

適
　　

用
　　

な
　　

し

新　築　住　宅

適 用 対 象 家 屋 ま た は 増 改 築

耐火建築物　25年以内
　　　　　　　の建築
その他のもの　20年以内
　　　　　　　の建築

中　古　住　宅＊
100万円
超の増改築

YES

YES

YES

店舗併用住宅の床面積要件

　店舗併用住宅は、その総床面積の2分の1以上が居住用でなければなりません。また、店
舗併用住宅全体の床面積が50m2以上であれば、居住部分の床面積はそれより少なくても適
用は受けられます。
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②　住宅ローン控除額

③　住民税における住宅ローン控除制度

（5）申告手続き

控除期間 控除率 最大控除額
（10年分合計）

住宅借入金等の
年末残高の限度額居住年

200万円

400万円

2,000万円

4,000万円
10年間 1.0%

平成26年1月～3月

平成26年4月～平成29年 12月＊

居住年 控除限度額
平成25年1月～平成26年3月

平成26年4月～平成29年12月＊

所得税の課税総所得金額×5％（最高   97,500円）

所得税の課税総所得金額×7％（最高136,500円）

＊

＊

＊

取得した住宅に係る消費税率が8％または10％の場合。入居日が平成26年4月以後であっても、経過措置の適用に
より消費税率が5％の場合は、平成26年3月までの限度額が適用されます。

取得した住宅に係る消費税率が8％または10％の場合。入居日が平成26年4月以後であっても、経過措置の適用に
より消費税率が5％の場合は、平成26年3月までの限度額が適用されます。

取得した住宅に係る消費税率が8％または10％の場合。入居日が平成26年4月以後であっても、経過措置の適用に
より消費税率が5％の場合は、平成26年3月までの限度額が適用されます。

　

控除期間 控除率 最大控除額
（10年分合計）

住宅借入金等の
年末残高の限度額居住年

300万円

500万円

3,000万円

5,000万円
10年間 1.0%

平成26年1月～3月

平成26年4月～平成29年 12月＊

イ．原則

ロ．認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合
　取得した住宅が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合には、以下の表のように
控除額が増額されます。この特例は新築のみに適用されます。

平成22年分以後の所得税について、住宅ローン控除額を所得税額から控除しきれない人については、
その控除しきれない額を、住民税から控除することができます。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、住所地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。
給与所得者についてはその後の年分からは会社の年末調整で控除が受けられます。
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住宅ローン控除の適用時期

　住宅ローン控除は、住宅を取得した年からではなく、住宅を居住の用に供した年から、そ
の適用を受けられることになります。したがって、12月下旬に住宅の引渡しを受けても、そ
の住宅に居住を開始するのが翌年からであれば、住宅ローン控除の適用は翌年からとなりま
す。
　また、土地を取得してその土地の上に住宅を建築する場合も同様で、先に土地部分のロー
ン返済が始まっていても、住宅ローン控除の適用はその土地上の住宅に居住を開始した年分
からとなります。
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